
沖縄県動物愛護管理センター

１　保守管理対象設備および点検・補修内容は下記のとおりとする。

（１） 受入設備
① 受入フェンス
② 受入収容装置 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

（２） 収容設備
① 軸受け
② 間仕切フェンス
③ 後面フェンス 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

（３） 誘導設備
① 追込誘導設備

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

（４） 処分設備
① 成犬用処分機
② 成猫用処分機 等

内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修

（５） 搬送設備
① 搬送機および走行レール
② 昇降機

内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修、グリス注油

（６） 炭酸ガス供給設備
内容 外観点検、作動確認

各機器点検、補修

（７） 保冷庫
内容 作動確認
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（８） 燃料供給設備
① 燃料貯蔵タンク
② 灯油移送ポンプ（2基）
③ サービスタンク
④ 油配管 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修

（９） 焼却設備（２炉）
① 投入装置
② 各バーナー
③ 攪拌装置
④ 灰搬出装置
⑤ 炉圧計、熱電対
⑥ 炉内監視カメラ用耐熱ガラス 等

内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修

（10） 骨灰回収装置設備
① 吸引ファン
② 骨灰回収装置 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

（11） 排ガス処理設備
① 炉切替ダンパ
② 集合（高温）煙道
③ 冷却空気混合ダクト
④ 低温煙道
⑤ 排ガス集塵器
⑥ 誘引送風機
⑦ 空気圧縮機
⑧ 煙突 等

内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修、グリス注油

（12） 電気計装設備
① 各操作盤
② タッチパネル
③ 監視カメラ 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修

（13） CO-O2計
内容 外観点検、作動確認

点検、補修

（14） 錆止め塗装
内容 点検、塗装



令和６年度　　機器類修繕および部品交換予定表

① 誘導設備　リミットスイッチ交換 １式

② 処分設備　油圧ユニットオイル交換 １式

③ 酸素濃度計校正部品交換 １式

④ 燃料供給設備　油配管補修 １式

⑤ 焼却設備　バーナー部品交換 １式

⑥ 誘引送風機整備 １式

⑦ ＣＯ－Ｏ２計　消耗部品 １式

⑧ 錆止め塗装　塗料 １式



２　保守管理実施要項

　（１）各点検は年間６回以上行うものとし、点検等を実施した翌月15日までに写真付き
　　　報告書を提出すること。また、この報告書においては、不具合の対応方法や改修に
　　　必要な部品、期間等についても記載すること。

　（２）特殊機械の保守点検等について、動物愛護管理センターが必要と認めたときは、
　　　直ちに来所して対応すること。

　（３）定められた部品交換の時期などは、動物愛護管理センターと協議すること。

　（４）再委託は原則として禁止する。ただし、きわめて特殊な業務が発生した場合、
　　　動物愛護管理センターの承認を得て、一部を再委託する場合はこの限りではない。

　（５）日常生じる軽微な修繕、部品交換については、維持点検の範囲とし、委託金額に
　　　含めるものとする。

　（６）緊急に仕様にない修繕または部品交換を要するときは、動物愛護管理センターと
　　　協議を行い、発注した場合には、委託金額とは別に別途請求するものとする。

　（７）動物愛護管理センターの求めにより、長期的な維持管理および修繕等の計画を
　　　立てるものとする。


